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まえがき 

 

 皆様こんにちは。宅建士受験アドバイザーの、中神エマと申します。 

今回は、宅建基本テキスト「初めての人にもわかる宅建士教科書」に準拠しまして、

主要３科目の〇×問題集を製作させていただきました。こちらはその第１弾の「宅建業

法編」になります。 

 宅建士試験における「主要３科目」とは、「民法その他の権利関係科目」「都市計画

法その他の法令上の制限科目」「宅地建物取引業法科目」の３つのことです。試験で

は４肢択一式で 50 問出題されますが、この主要３科目だけで実に８割強の出題となり

ます。ですので、点数的には、主要３科目で高得点を取れれば、それだけでも合格点

の７割ラインを狙うこともできるのです。もちろん、税法その他の科目で点数の補強を

することで合格を確かなものにしていくことになるのですが、まずは主要３科目で得点

が取れるように頑張っていきましょう♪ 

 学習の積み重ねの段階では、本書掲載の問題のような「〇×問題」が効果的です。

宅建士試験は「競争試験」「選抜試験」ですので、あやふやな知識では失点してしまい

ます。〇×問題で練習しておくことで、得点力がＵＰします！ 本書掲載の問題は、過

去問をベースにしました選抜問題です。 

 繰り返して最低３回は解くことで、宅建士試験の傾向を掴んでください。 

 本書を活用されました皆様の合格を祈念しております。 （2022 年 11 月 中神エマ） 
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宅建業法 〇×問題 

 

◆宅建試験で重要とされる、「宅建業法科目」についての〇×問題です。〇×問題を

解答することで、知識がしっかりと記憶されます。４肢択一式問題や、個数問題・組合

せ問題の対策にもなりますよ。 
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第 1 章：宅建業法科目① 

さあ、がんばろう！           【宅地建物取引業、免許、取引士、 

営業保証金、保証協会、案内所他】  

（テキスト 28 ページ～参照） 

■宅建業法の規定に関する次の記述の正誤を判断しましょう。正しいものは○、誤っ

ているものは×で答えてくださいね♪ 解答はカッコの中に記入しましょう。カッコは３

つありますから、繰り返して３回は解きましょう。 

 

【宅地建物取引業の定義】 

［問 １］ 都市計画法第８条第１項第１号の用途地域内の土地で、民営の駐車場の用

に供せられているものは、宅地ではない。（      ）（      ）（      ） 

 

 

［問 ２］ 登記簿上の地目は山林であるが、別荘の敷地に供する目的で取引される土

地は、宅地にあたる。（      ）（      ）（      ） 

 

 

［問 ３］ Ａが、借金の返済に充てるため自己所有の宅地を 10 区画に区画割りして、

多数のＡの知人又は友人に対して売却する場合、Ａは、免許を必要とするが、Ｂが、

甲県の所有する宅地の売却の代理を甲県から依頼され、当該宅地を 10 区画に区

画割りして、多数の公益法人に対して売却する場合、Ｂは、免許を必要としない。

（      ）（      ）（      ） 

 

 

［問 ４］ Ｂが、自己所有の宅地に自ら貸主となる賃貸マンションを建設し、借主の募

集及び契約をＣに、当該マンションの管理業務をＤに委託する場合、Ｃは免許を受

ける必要があるが、ＢとＤは免許を受ける必要はない。（       ）（      ）

（      ） 
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【免許】 

［問 ５］ 宅地建物取引業者であるＡ（個人）が死亡し、その相続人ＢがＡの所有して

いた土地を 20 区画に区画割し、不特定多数の者に宅地として分譲する場合、Ｂは

免許を受ける必要がある。（      ）（      ）（      ） 

 

 

［問 ６］ 株式会社Ｈ社の役員Ｉは、１年前に業務上過失致死罪の罪により罰金 30 万

円の刑に処せられている。株式会社Ｈ社は、宅地建物取引業の免許を受けることが

できない。（      ）（      ）（      ） 

 

 

［問 ７］ Ｃ社では新規事業として宅建業の免許申請を計画している。Ｃ社の従業者

で、役員又は政令で定める使用人ではないＤが、３年前に刑法第 246 条（詐欺）の

罪により懲役１年の刑に処せられていた。Ｃ社は宅地建物取引業の免許を受けるこ

とができない。（      ）（      ）（      ） 

 

 

［問 ８］ 宅地建物取引業者Ａが不正の手段により免許を取得したとして、その免許を

取り消された場合でも、Ａがその取消し前に締結した宅地の売買契約に基づき行う

債務の履行については、宅地建物取引業法第 12 条の無免許事業の禁止規定に

違反しない。（      ）（      ）（      ） 

 

 

［問 ９］ 免許を受けようとするＡ社に、刑法第 206 条（現場助勢）の罪により罰金の刑

に処せられた者が非常勤役員として在籍している場合、その刑の執行が終わってか

ら５年を経過していなければ、Ａ社は免許を受けることができない。（      ）

（      ）（      ） 
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［問 10］ 免許を受けている法人Ａが、宅地建物取引業保証協会の社員でない場合

は、営業保証金を供託し、その旨を免許権者に届け出た後でなければ事業を開始し

てはならないので、当該届出前に宅地建物取引業を営む目的で広告をした行為は、

宅地建物取引業法第 12 条で禁止する無免許事業に該当する。（      ）

（      ）（      ） 

 

 

［問 11］ 宅地建物取引業者Ａが、免許の更新の申請をしたにもかかわらず、従前の

免許の有効期間の満了の日までに、その申請について処分がなされないときは、従

前の免許は、有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有す

る。（      ）（      ）（      ） 

 

 

［問 12］ 宅建業者Ａ（甲県知事免許）が、乙県内で一団の建物の分譲を行う案内所

を設置し、当該案内所において建物の売買契約を締結する場合は、国土交通大臣

への免許換えの申請をしなくてもよい。（      ）（      ）（      ） 

 

 

［問 13］ 甲県知事の免許を受けた宅地建物取引業者が乙県内に支店を設置したと

きは、その旨を２週間以内に甲県知事に届出なければならない。（       ）

（      ）（      ） 

 

 

［問 14］ 宅地建物取引業者Ａは、その主たる事務所に従事する唯一の専任の取引

士が退職したときは、30 日以内に、新たな専任の取引士を設置しなければならない。

（      ）（      ）（      ） 

 

 

［問 15］ 国土交通大臣および都道府県知事は、宅地建物取引業者名簿をその閲

覧所に備え、請求があったときは、一般の閲覧に供しなければならないが、この名簿

には、宅地建物取引業者の業務停止処分の内容も記載されている。（      ）

（      ）（      ） 
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［問 16］ 甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者Ｂ株式会社の定款及び資

本金の額について変更があった場合や、役員が変更したときは、変更後２週間以内

に甲県知事に届出なければならない。（      ）（      ）（      ） 

 

 

［問 17］ 宅地建物取引業者である法人が、合併及び破産以外の理由により解散し

た場合には、その解散の日から 30 日以内に、法人の役員が、その旨を免許権者に

届け出なければならない。（      ）（      ）（      ） 

 

 

【宅地建物取引士】 

［問 18］ 未成年者は、成年者と同一の行為能力を有していたとしても、成年に達す

るまでは宅地建物取引士の登録を受けることができない。また、成年者と同一の行

為能力を有しない未成年者は、宅地建物取引業の免許を受けることはできない。

（      ）（      ）（      ） 

 

 

［問 19］ 宅地建物取引業者Ｄは、甲県に従業者 14 人の本店と、乙県に従業者７人

の支店を有しているが、支店を廃止してその従業者全員を本店で従事させようとして

いる。この場合免許換えにより甲県知事の免許を受けようとするときは、甲県の事務

所に成年者である専任の宅地建物取引士を５人以上置く必要がある。 

（      ）（      ）（      ） 

 

 

［問 20］ 宅地建物取引士が、刑法第 204 条の傷害罪により罰金の刑に処せられ、

登録が消除された場合は、当該登録が消除された日から５年を経過するまでは、新

たな登録を受けることができない。（      ）（      ）（      ） 
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［問 21］ 甲県知事から宅地建物取引士証の交付を受けている者が、宅地建物取引

士としての事務を禁止する処分を受け、その禁止の期間中に本人の申請により登録

が消除された場合は、その者が乙県で宅地建物取引士資格試験に合格していれば、

当該期間が満了しないときでも、乙県知事の登録を受けることができる。（      ）

（      ）（      ） 

 

 

［問 22］ 宅地建物取引業者（甲県知事免許）に勤務する宅地建物取引士（甲県知

事登録）が、乙県に住所を変更するとともに宅地建物取引業者（乙県知事免許）に

勤務先を変更した場合は、必ず乙県知事に登録の移転の申請をしなければならな

い。（      ）（      ）（      ） 

 

 

［問 23］ 宅地建物取引業者である法人Ａの取締役Ｂは宅地建物取引士であり、本

店において専ら宅地建物取引業に関する業務に従事している。この場合、法人Ａは、

取締役Ｂを本店の専任の宅地建物取引士の数のうちに算入することができる。

（      ）（      ）（      ） 

 

 

［問 24］ 登録を受けている者は、宅地建物取引士証の交付を受けていない場合で

も、その住所に変更があれば、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申

請する必要がある。（      ）（      ）（      ） 

 

 

［問 25］ 宅地建物取引業者Ａ社（甲県知事免許）の専任の取引士であるＢ（乙県知

事登録）は、Ａ社が媒介した丙県に所在する建物の売買に関する取引において取

引士として行う事務に関し著しく不当な行為をした場合、丙県知事による事務禁止

処分の対象となる。（      ）（      ）（      ） 
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［問 26］ 宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為

をしてはならないこととするとともに、宅地又は建物の取引に係る事務に必要な知識

及び能力の維持向上の行為義務があり、これらに違反すると宅地建物取引士は、10

万円以下の罰金に処せられる。（      ）（      ）（      ） 

 

 

【営業保証金】 

［問 27］ 宅地建物取引業者Ａが新たに支店Ｚを甲県内に設置したときは、本店Ｘの

最寄りの供託所に政令で定める額の営業保証金を供託すれば、支店Ｚでの事業を

開始することができる。（      ）（      ）（      ） 

 

 

［問題 28］ 宅地建物取引業者Ａ（甲県知事免許）は、甲県内に本店Ｘと支店Ｙを設置

して、額面金額 1,000 万円の国債証券と 500 万円の金銭を営業保証金として供託

して営業している。Ａが、Ｙを本店とし、Ｘを支店としたときは、Ａは、金銭の部分に限

り、Ｙの最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求することができる。

（      ）（      ）（      ） 

 

 

［問 29］ 営業保証金の還付により、営業保証金の額が政令で定める額に不足するこ

ととなった場合、宅地建物取引業者Ａ（国土交通大臣免許）は、国土交通大臣から

不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から２週間以内にその不足額を

供託しなければならない。（      ）（      ）（      ） 

 

 

［問題 30］ 宅地建物取引業者Ａ社は、宅地建物取引業の廃業により営業保証金を

取り戻すときは、営業保証金の還付を請求する権利を有する者に対して公告をしな

ければならないが、支店の廃止により営業保証金を取り戻すときは、還付請求権者

に対して公告する必要はない。（      ）（      ）（      ） 
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【保証協会】 

［問題 31］ 宅地建物取引業者が保証協会に加入した後、新たな支店を２カ所設置し

た場合、その宅地建物取引業者は、その日から２週間以内に、弁済業務保証金分

担金 1,000 万円を保証協会に納付しなければならない。（      ）（      ）

（      ） 

 

 

［問 32］ 保証協会は、宅地建物取引業者の相手方から社員である宅地建物取引業

者の取り扱った宅地建物取引業に係る取引に関する苦情について解決の申出があ

ったときは、その申出及びその解決の結果について社員に周知することが義務付け

られている。（      ）（      ）（      ） 

 

 

［問 33］ 保証協会は、新たに社員が加入したときは、当該社員の免許権者が国土

交通大臣であるか都道府県知事であるかにかかわらず、直ちに当該保証協会の指

定主体である国土交通大臣に報告することが義務付けられている。 

（      ）（      ）（      ） 

 

 

［問 34］ 保証協会の供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する

者が、その還付請求をしようとする場合は、当該保証協会の認証を受けた後、法務

大臣及び国土交通大臣の定める供託所に請求しなければならない。 

（      ）（      ）（      ） 

 

 

［問 35］ 保証協会は、社員に対して債権を有する場合は、当該社員が社員の地位

を失ったときでも、その債権に関し弁済が完了するまで弁済業務保証金分担金をそ

の者に返還する必要はない。 

（      ）（      ）（      ） 
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【案内所他】 

［問 36］ 宅地建物取引業者は、売主として一団の宅地建物の分譲を当該物件から

約 500ｍ 離れた駅前に案内所を設置して行う場合、当該物件の所在する場所及び

案内所のそれぞれに、免許証番号、主たる事務所の所在地等の所定の事項を記載

した標識を掲示しなければならない。（      ）（      ）（      ） 

 

 

［問 37］ 宅地建物取引業者Ａ (甲県知事免許) が甲県に建築した一棟 100 戸建て

のマンションを、宅地建物取引業者Ｂ (国土交通大臣免許) に販売代理を依頼し、Ｂ

が当該マンションの隣地 (甲県内) に案内所を設置して契約を締結しようとしている。

Ｂは法第 50 条第２項に定める届出を、その案内所の所在地を管轄する甲県知事及

び甲県知事を経由して国土交通大臣に、業務を開始する 10 日前までにしなければ

ならない。（      ）（      ）（      ） 

 

 

［問 38］ 宅地建物取引業者は、主たる事務所には、設置しているすべての事務所

の従業者名簿を、従たる事務所には、その事務所の従業者名簿を備えなければな

らない。（      ）（      ）（      ） 

 

 

［問 39］ 宅地建物取引業者は、その事務所ごとにその業務に関する帳簿を必ず備

え、取引のあったつど、所定の事項を記載しなければならず、当該帳簿の記載事項

を事務所のパソコンのハードディスクに記録している場合においては、必要に応じ当

該事務所においてパソコンやプリンタを用いて紙面に印刷することが可能な環境を

整えていても、当該帳簿への記載に代えることはできない。（      ）（      ）

（      ） 

 

 

［問 40］ 宅地建物取引業者が一団の宅地の分譲を行う案内所において契約行為

等を行う場合、当該案内所には国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければ

ならない。（      ）（      ）（      ） 
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第 2 章：宅建業法科目② 

重説は大事ですよ！ 【広告規制等、業務上の規制、報酬、３つの書面】 

（テキスト 58 ページ～、87 ページ～参照） 

■宅建業法の規定に関する次の記述の正誤を判断しましょう。正しいものは○、誤っ

ているものは×で答えてくださいね♪ 解答はカッコの中に記入しましょう。カッコは３

つありますから、繰り返して３回は解きましょう。 

 

【広告等の規制・未完成物件の規制】 

［問 １］ 宅地建物取引業者Ａは、実在しない宅地について広告又は虚偽の表示を

行ってはならず、また、実在する宅地について、実際に販売する意思がないときは、

当該宅地の広告の表示に誤りがなくても、その広告を行うことができない。

（      ）（      ）（      ） 

 

 

［問 ２］ 新築分譲住宅としての販売を予定している建築確認申請中の物件について

は、建築確認申請中である旨を表示しても、広告をすることはできない。 

（      ）（      ）（      ） 

 

 

［問 ３］ 宅地建物取引業者Ａは、都市計画法第 29 条第１項の許可を必要とする宅

地について開発行為を行ってＢに売却する場合、Ｂが宅地建物取引業者であれば、

その許可を受ける前であっても当該宅地の売買の予約を締結することができる。

（      ）（      ）（      ） 
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［問 ４］ 都市計画法第 29 条第１項の許可を必要とする宅地について、Ｂが開発行

為を行い貸主として貸借をしようとする場合、宅地建物取引業者Ａは、Ｂがその許可

を受ける前であっても、Ｂの依頼により当該宅地の貸借の媒介をすることができるが、

当該宅地の貸借の広告をすることはできない。（      ）（      ）（      ） 

 

 

［問 ５］ 宅地建物取引業者が、複数の区画がある宅地の売買について、数回に分け

て広告をするときは、最初に行う広告以外には取引態様の別を明示する必要はない。

（      ）（      ）（      ） 

 

 

［問 ６］ 宅地建物取引業者Ａが行う広告については、実際のものよりも著しく優良又

は有利であると人を誤認させるような表示であっても、誤認による損害が実際に発生

しなければ、監督処分の対象とならない。（      ）（      ）（      ） 

 

 

【その他の業務に関する制限】 

［問 ７］ 宅地建物取引業者Ａ社の従業員は、「将来、南側に５階建て以上の建物が

建つ予定は全くない。」と告げ、将来の環境について誤解させるべき断定的判断を

提供したが、当該従業員には故意に誤解させるつもりはなかった。宅地建物取引業

法の規定に違反する。（      ）（      ）（      ） 

 

 

［問 ８］ 宅地建物取引業の免許を取り消された者は、免許の取消し前に建物の売買

の広告をしていれば、当該建物の売買契約を締結する目的の範囲内においては、

なお宅地建物取引業者とみなされる。（      ）（      ）（      ） 

 

 

［問 ９］宅地建物取引業者Ａ社は、建物の売買の媒介に際して、売買契約の締結後、

買主に対して不当に高額の報酬を要求したが、買主がこれを拒んだため、その要求

を取り下げた。宅地建物取引業法の規定に違反しない。（      ）（      ）

（      ） 
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［問 10］ 宅地建物取引業者Ａ社は、建物の販売に際して、売買契約の締結後、買

主から手付放棄による契約解除の申出を受けたが、正当な理由なく、これを拒んだ。

宅地建物取引業法の規定に違反する。（      ）（      ）（      ） 

 

 

［問 11］ 宅地建物取引業者Ａ社の従業員は、勧誘に先立ってＡ社の商号及び自ら

の氏名を告げてから勧誘を行ったが、勧誘の目的が投資用マンションの売買契約の

締結である旨を告げなかった。宅地建物取引業法の規定に違反しない。（      ）

（      ）（      ） 

 

 

［問 12］宅地建物取引業者Ａ社の従業員は、勧誘の相手方から、「午後３時に訪問さ

れるのは迷惑である。」と事前に聞いていたが、深夜でなければ迷惑にはならないだ

ろうと判断し、午後３時に当該相手方を訪問して勧誘を行った。宅地建物取引業法

の規定に違反する。（      ）（      ）（      ） 

 

 

【報 酬】 

  《宅地建物取引業者Ａ社（消費税課税事業者）は貸主Ｂから建物の貸借の代理の依

頼を受け、宅地建物取引業者Ｃ社（消費税課税事業者）は借主Ｄから媒介の依頼を

受け、ＢとＤとの間で賃貸借契約を成立させた。なお１か月分の借賃は 10 万円であ

る。 ※問 13 から問 14 までは同一の事例です。》 

［問 13］ 建物を店舗として貸借する場合、Ａ社がＢから 110,000 円の報酬を受領す

るときでも、Ｃ社はＤから報酬を受領することができる。（       ）（      ）

（      ） 

 

 

［問 14］ Ｃ社は、Ｄから媒介報酬の限度額まで受領できるほかに、法第 37 条の規

定に基づく契約の内容を記載した書面を作成した対価として、文書作成費を受領す

ることができる。（      ）（      ）（      ） 
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  《※問 15 から問 16 までは、宅地建物取引業者Ａ及び宅地建物取引業者Ｂ（共に消

費税課税事業者）が受領する報酬に関する問題です。》 

［問 15］ Ａが単独で行う事業用建物の貸借の媒介に関して、Ａが依頼者の双方から

受ける報酬の合計額が借賃の 1.1 か月分以内であれば、Ａは依頼者の双方からど

のような割合で報酬を受けてもよい。（      ）（      ）（      ） 

 

 

［問 16］ Ａは売主から代理の依頼を、Ｂは買主から媒介の依頼をそれぞれ受けて、

代金 3,000 万円の宅地の売買契約を成立させた場合、Ａは売主から 211 万 2,000

円、Ｂは買主から 105 万 6,000 円の報酬をそれぞれ受けることができる。（      ）

（      ）（      ） 

 

 

  《※問 17 から問 18 までは業者（消費税課税事業者）の媒介により建物の賃貸借契

約が成立した事例です。》   

［問 17］ 宅地建物取引業者が居住用建物以外の建物の貸借の媒介を行う場合に

おいて、権利金の授受があるときは、当該宅地建物取引業者が受領できる報酬額は、

借賃の 1.1 月分又は権利金の額を売買代金とみなして算出した金額のいずれか高

い方の額を上限とすることができる。（      ）（      ）（      ） 

 

 

［問 18］ 依頼者と宅地建物取引業者との間であらかじめ報酬の額を定めていなかっ

たときは、当該依頼者は宅地建物取引業者に対して国土交通大臣が定めた報酬の

限度額を報酬として支払わなければならない。（      ）（      ）（      ） 

 

 

［問 19］ 土地付中古住宅（代金 300 万円。消費税等相当額を含まない。）の売買に

ついて、宅建業者 A（消費税課税事業者）が買主 C から媒介を依頼され、現地調査

等の費用が通常の売買の媒介に比べ４万円（消費税等相当額を含まない。）多く要

する場合、その旨を C に対し説明した上で、A が C から受け取ることができる報酬

の上限額は 198,000 円である。（      ）（      ）（      ） 
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【媒介契約書】 

  《※問 20 から問 24 までは、宅地建物取引業者（以下、業者）Ａ（またはＡ社）の売買

又は交換についての媒介契約に関する問題です。》 

［問 20］ 業者Ａ社が宅地建物取引業者Ｂ社から当該土地付建物の購入の媒介を依

頼され、Ｂ社との間で一般媒介契約（専任媒介契約でない媒介契約）を締結した場

合、Ａ社は、Ｂ社に法第 34 条の 2 の規定に基づく書面を交付しなくてもよい。

（      ）（      ）（      ） 

 

 

［問 21］ 業者Ａ社がＢと一般媒介契約（専任媒介契約でない媒介契約）を締結した

場合、Ａ社がＢに対し土地付建物の価額又は評価額について意見を述べるときは、

その根拠を必ず書面で明らかにしなければならない。（      ）（      ）

（      ） 

 

 

［問 22］ 業者Ａが依頼者Ｂに対して、Ｂ所有の甲宅地に関する所定の事項を指定流

通機構に登録したことを証する書面を引き渡さなかったときは、Ａはそのことを理由と

して指示処分を受けることがある。（      ）（      ）（      ） 

 

 

［問 23］ 業者Ａは、依頼者Ｂとの間に専属専任媒介契約を締結したときは、当該契

約の締結の日から５日以内(休業日を除く。)に、所定の事項を当該宅地の所在地を

含む地域を対象として登録業務を現に行なっている指定流通機構に登録しなけれ

ばならない。（      ）（      ）（      ） 

 

 

［問 24］業者Ａが、依頼者Ｂとの間に専任媒介契約を締結し、当該宅地に関する所

定の事項を指定流通機構に登録したときは、Ａは、遅滞なく、その旨を記載した書面

を作成してＢに交付しなければならない。（      ）（      ）（      ） 
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【重要事項説明書】 

  《※問 25 から問 34 までは、第 35 条に規定する重要事項に関する宅地建物取引業

者又は宅地建物取引業者Ａの義務に関する記述です。説明の相手方は、特に記載

のない限りは「宅建業者以外の者」といたします。》 

［問 25］ 建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が地域における歴史的風致の維

持及び向上に関する法律第 12 条第１項の規定に基づく歴史的風致形成建造物で

あるときは、Ａは、その増築に際し市町村長への届出が必要である旨を説明しなけ

ればならない。（      ）（      ）（      ） 

 

 

［問 26］ 宅地建物取引業者Ａが、マンションの分譲に際して、建物の区分所有等に

関する法律第２条第４項に規定する共用部分に関する規約がまだ案の段階である

場合、Ａは、規約の設定を待ってから、その内容を説明しなければならない。

（      ）（      ）（      ） 

 

 

［問 27］ 建物の貸借の媒介を行う場合、宅地建物取引業者Ａは、当該貸借に係る

契約の終了時において精算することとされている敷金の精算に関する事項について

は説明しなくてもよい。（      ）（      ）（      ） 

 

 

［問 28］ 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物について、石綿の使用の有無の

調査の結果が記録されているときは、その旨について説明しなければならず、あわ

せて当該記録の内容も説明する必要がある。（      ）（      ）（      ） 

 

 

［問 29］ 建物の売買の媒介において、登記された権利の種類及び内容については

説明したが、移転登記の申請の時期については説明しなかった。宅地建物取引業

法の規定に違反する。（      ）（      ）（      ） 
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［問 30］ 宅建業者自ら売主となる新築住宅の売買において、重要事項の説明の時

点で担保責任の履行に関する責任保険の契約を締結する予定であることは説明し

たが、当該責任保険の概要については説明しなかった。法の規定に違反する。

（      ）（      ）（      ） 

 

 

［問 31］ 宅地建物取引業者Ａが、マンションの分譲に際して、当該マンションの建物

の計画的な維持修繕のための費用を特定の者にのみ減免する旨の規約の定めが

ある場合、Ａは、買主が当該減免対象者であるか否かにかかわらず、その内容を説

明しなければならない。（      ）（      ）（      ） 

 

 

［問 32］ 昭和 55 年 10 月に竣工した建物の売買を行う場合、当該建物について耐

震診断を実施した上で、その内容を説明しなければならない。（       ）

（      ）（      ） 

 

 

［問 33］ 相手方が宅地建物取引業者であったので、重要事項の説明は、取引士で

ない代表者が行った。宅地建物取引業法の規定に違反する。（       ）

（      ）（      ） 

 

 

［問 34］ 宅地の売買の媒介の場合は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防

止対策の推進に関する法第７条第１項により指定された土砂災害警戒区域内にある

ときはその旨を説明しなければならないが、建物の貸借の媒介の場合は説明する必

要はない。（      ）（      ）（      ） 
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【37 条書面】 

《※問 35 問 40 までは、宅地建物取引業第 37 条の規定により交付すべき書面（以下、

37 条書面）に関する問題です。》 

［問 35］ 建物の売買契約において、宅地建物取引業者が売主を代理して買主と契

約を締結した場合でも、当該宅地建物取引業者は、売主と買主の双方に対して 37

条書面を交付しなければならない。（      ）（      ）（      ） 

 

 

［問 36］ 宅地建物取引業者Ａ社が、自ら売主として宅建業者ではない買主Ｂと宅地

の売買について交渉を行う際に、Ｂは、事業用地として当該宅地を購入する資金を

金融機関から早急に調達する必要があったため、重要事項説明に先立って 37 条

書面の交付を行うようＡ社に依頼した。これを受け、Ａ社は、重要事項説明に先立っ

て契約を締結し､37 条書面を交付した。法の規定に違反するものではない。

（      ）（      ）（      ） 

 

 

［問 37］ 宅地建物取引業者Ａ社は、居住用建物の貸借を媒介し、当該賃貸借契約

を成立させた。この際、当該建物の引渡しの時期に関する定めがあったが、法第 35

条の規定に基づく重要事項の説明において、既に借主（宅建業者ではない）へ伝達

していたことから、37 条書面にはその内容を記載しなかった。法の規定に違反する。

（      ）（      ）（      ） 

 

 

［問 38］ 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、借賃以外に金銭の授

受があるときは、その額及び授受の目的について、法第 35 条に規定する重要事項

を記載した書面に記載しているのであれば、法第 37 条の規定により交付すべき書

面に記載する必要はない。（      ）（      ）（      ） 

 

 

［問 39］ 37 条書面に記名する取引士は、その責任の所在を明確にするため、35 条

書面に記名した取引士と同じ者にする必要がある。（       ）（       ）

（      ） 
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［問 40］ 売買の媒介を行う宅地建物取引業者Ａは、当該建物の買主が宅地建物取

引業者であったため、売買契約の成立後における買主への 37 条書面の交付を省

略した。法の規定に違反する。（      ）（      ）（      ） 

 

 

［問 41］ 宅地建物取引業者が建物の貸借（貸主Ａ、借主Ｂ）の媒介をした場合、契

約締結後に遅滞なく契約書面をＡ及びＢに交付しなければならないが、この書面の

交付は、Ａ及びＢの承諾を得たとしても、電磁的方法で行うことはできない。

（      ）（      ）（      ） 
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第 3 章：宅建業法科目③ 

あと一息！             【自ら売主規制、監督処分・罰則】 

（テキスト 74 ページ～参照） 

■宅建業法の規定に関する次の記述の正誤を判断しましょう。正しいものは○、誤っ

ているものは×で答えてくださいね♪ 解答はカッコの中に記入しましょう。カッコは３

つありますから、繰り返して３回は解きましょう。 

 

【自己所有でない物件】 

［問 １］ 宅地建物取引業者Ａは、自己の所有に属しない甲宅地を宅建業者でない

者に対して売買する場合、Ａが甲宅地を取得する契約を締結している場合であって

も、その契約が停止条件付きであるときは、自ら売主として甲宅地の売買契約を締

結してはならない。（      ）（      ）（      ） 

 

 

［問 ２］ Ｇの所有する宅地について、宅地建物取引業者ＡはＧとの売買契約の予約

をし、Ａは宅地を宅地建物取引業者でないＨに転売した。宅地建物取引業法の規

定に違反するものではない。（      ）（      ）（      ） 

 

 

【クーリング・オフ】 

［問 ３］ 宅地建物取引業者Ａが、自ら売主となり、宅地建物取引業者でない買主Ｂと

の間で締結した宅地の売買契約について、Ｂが、自ら指定したホテルのロビーで買

受けの申込みをし、その際にＡからクーリング・オフについて何も告げられず、その３

日後、Ａのモデルルームで契約を締結した場合、Ｂは売買契約を解除することがで

きる。（      ）（      ）（      ） 
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［問 ４］ 宅地建物取引業者でない買主Ｂが、法第 37 条の２の規定に基づくクーリン

グ・オフについてＡより書面で告げられた日から７日目にクーリング・オフによる契約

の解除の書面を発送し、９日目に宅地建物取引業者Ａに到達した場合は、クーリン

グ・オフによる契約の解除をすることができない。（      ）（      ）（      ） 

 

 

［問 ５］ 宅地建物取引業者Ａが自ら売主となり、宅地建物取引業者でない買主Ｂと

の間で締結した宅地の売買契約について、Ｂは、テント張りの案内所で買受けの申

込みをし、その際にＡからクーリング・オフについて書面で告げられ、契約を締結し

た。その３日後、Ｂは代金の全部を支払い、翌々日に宅地の引渡しを受けた。この場

合、Ｂは売買契約を解除することができる。（      ）（      ）（      ） 

 

 

［問 ６］ 宅地建物取引業者でないＢは、ホテルのロビーにおいて買受けの申込みを

し、その際に宅地建物取引業者Ａ社との間でクーリング・オフによる契約の解除をし

ない旨の合意をした上で、後日、売買契約を締結した。この場合、仮にＢがクーリン

グ・オフによる当該契約の解除を申し入れたとしても、Ａ社は、当該合意に基づき、Ｂ

からの契約の解除を拒むことができる。（      ）（      ）（      ） 

 

 

［問 ７］ 宅地建物取引業者Ａが自ら売主となり、宅地建物取引業者でない買主Ｂと

の間で締結した宅地の売買契約について、Ｂは、自ら指定した知人の宅地建物取

引業者Ｃ（ＣはＡから当該宅地の売却について代理又は媒介の依頼を受けていな

い。）の事務所で買受けの申込みをし、その際にＡからクーリング・オフについて何も

告げられず、翌日、Ｃの事務所で契約を締結した場合、Ｂは売買契約を解除するこ

とができない。（      ）（      ）（      ） 
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［問 ８］ Ａは自ら売主の業者であり、Ｂは業者でない買主である場合、Ｂから法第 37

条の２の規定に基づくいわゆるクーリング・オフによる売買契約の解除があった場合

でも、Ａが契約の履行に着手していれば、ＡはＢに対して、それに伴う損害賠償を請

求することができる。（      ）（      ）（      ） 

 

 

【損害賠償額の予定等の制限】 

［問 ９］ 宅地建物取引業者Ａが、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Ｂと

の間で売買契約を締結した場合、売買契約の締結に際し、当事者の債務の不履行

を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める場合に

おいて、これらを合算した額が売買代金の２割を超える特約をしたときは、その特約

はすべて無効となる。（      ）（      ）（      ） 

 

 

［問 10］ 宅地建物取引業者Ａが、自ら売主として宅地建物取引業者でないＢとの間

で宅地（代金 2,000 万円）の売買契約を締結する場合、Ａは、当事者の債務不履行

を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を 300 万円とし、かつ、違約金を

100 万円とする特約をすることができる。（      ）（      ）（      ） 

 

 

［問 11］ 宅地建物取引業者Ａが、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Ｂと

の間で宅地の売買契約を締結した場合、当事者の債務不履行を理由とする契約の

解除に伴う損害賠償の予定額を定めていない場合、損害賠償の請求額は売買代金

の額を超えてはならない。（      ）（      ）（      ） 

 

 

［問 12］ 宅地建物取引業者Ａ社は、宅地建物取引業者である買主Ｂとの宅地建物

の売買契約（代金 3,000 万円）の締結に際して、当事者の債務不履行を理由とする

契約解除に伴う損害賠償の予定額を 1,000 万円とする特約を定めることができない。

（      ）（      ）（      ） 
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【手付の額の制限等】 

［問 13］ 宅地建物取引業者Ａがマンションの売買契約締結時に、手付金として 500

万円を宅地建物取引業者でないＢから受領している場合において、Ｂが契約の履行

に着手していないときは、Ａは、Ｂに 500 万円を償還すれば、当該売買契約を解除

することができる。（      ）（      ）（      ） 

 

 

［問 14］ 宅地建物取引業者Ａが、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Ｂと

の間で宅地の売買契約を締結した場合、Ａが、当該売買契約の解除を行う場合は、

Ｂに対して「手付の倍額を償還して、契約を解除する。」という意思表示を書面で行う

ことのみをもって、契約を解除することができる。（      ）（      ）（      ） 

 

 

［問 15］ 宅地建物取引業者Ａが、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Ｂと

の間で宅地の売買契約を締結した場合、Ａは、当該売買契約の締結日にＢから手

付金を受領し、翌日、Ｂから内金を受領した。その２日後ＡがＢに対して、手付の倍

額を現実に提供することにより契約解除の申出を行った場合、Ｂは、契約の履行に

着手しているとしてこれを拒むことができる。（      ）（      ）（      ） 

 

 

［問 16］ 宅地建物取引業者Ａと宅地建物取引業者でないＢが締結した建物の売買

契約において、Ｂが手付金の放棄による契約の解除ができる期限について、金融機

関からＢの住宅ローンの承認が得られるまでとする旨の定めをした。この場合におい

て、Ａは、自らが契約の履行に着手する前であれば、当該承認が得られた後は、Ｂ

の手付金の放棄による契約の解除を拒むことができる。（      ）（      ）

（      ） 
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［問 17］ 宅地建物取引業者Ａが、自ら売主として宅地建物取引業者でないＢとの間

で宅地（代金 5,000 万円）の売買契約を締結する場合、Ａは、Ｂの承諾がある場合に

おいても、「Ａが契約の履行に着手した後であっても、Ｂは手付を放棄して、当該売

買契約を解除することができる」旨の特約をすることができない。 

（      ）（      ）（      ） 

 

 

【担保責任の特約の制限】 

［問 18］ 宅地建物取引業者Ａが、自ら売主として宅地建物取引業者でないＢとの間

で宅地（代金 3,000 万円）の売買契約を締結する場合、Ａは、当該宅地の種類又は

品質に関する契約不適合についてＢがＡに契約不適合の通知を行う期間を当該宅

地の引渡しの日から３年とする特約をすることができる。（      ）（      ）

（      ） 

 

 

［問 19］ 宅地建物取引業者Ａ社が、自ら売主として行う宅地（代金 3,000 万円）の売

買に関し、Ａ社は、宅地建物取引業者である買主Ｅ社との間で、売買契約を締結し

たが、その担保責任について、「宅地の種類又は品質に関して契約の内容と適合し

ない場合のその債務不履行による契約の解除又は損害賠償の請求は、契約対象

物件である宅地の引渡しの日から１年を経過したときはできない」とする旨の特約を

定めていた。この特約は、宅地建物取引業法の規定に違反する。 

（      ）（      ）（      ） 

 

 

［問 20］ 宅地建物取引業者Ａ社が、自ら売主として宅地建物取引業者でないＦと新

築戸建住宅の売買契約を締結する場合、Ｆとの間で、「Ｆは、Ａ社に契約不適合の

通知期間内にその旨の通知を行なえば、損害賠償の請求をすることはできるが、契

約の解除をすることはできない」旨の特約を定めることは法の規定に違反する。

（      ）（      ）（      ） 
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［問 21］ 宅地建物取引業者Ａが自ら売主となる売買契約に関し、宅地建物取引業

者でない買主Ｃとの間で土地建物の売買契約を締結するに当たって、Ｃが建物を短

期間使用後取り壊す予定である場合には、建物についての担保責任を負わない旨

の特約を定めることができる。（      ）（      ）（      ） 

 

 

［問 22］ 宅地建物取引業者Ａが自ら売主となる売買契約に関し、宅地建物取引業

者でない買主Ｅとの間で締結した宅地の売買契約において、当該宅地の引渡しを

当該売買契約締結の日の１月後とし、ＥがＡに対して当該宅地の契約不適合があっ

た場合にその旨の通知をする期間について、当該売買契約を締結した日から２年間

とする特約を定めることができる。（      ）（      ）（      ） 

 

 

【手付金等の保全措置】 

［問 23］ 宅地建物取引業者Ａは、宅地建物取引業者でないＢとの間で建築工事完

了前の建物を 5,000 万円で販売する契約を締結し、法第 41 条に規定する手付金

等の保全措置を講じずに、200 万円を手付金として受領することができる。

（      ）（      ）（      ） 

 

 

［問 24］ 宅地建物取引業者Ａが、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Ｂと

の間で、建築工事完了前のマンションの売買契約を締結するに当たり、売買契約に

おいて、当該マンションの代金の額の 10％に相当する額の中間金を支払う旨の定

めをしたが、Ａが保全措置を講じないことを理由にＢが当該中間金を支払わないとき

は、Ａは、Ｂの当該行為が債務不履行に当たるとして契約を解除することができる。

（      ）（      ）（      ） 
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［問 25］ 宅地建物取引業者Ａが、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Ｂと

の間で、建築工事完了前のマンションの売買契約を締結するに当たり、Ａが受領し

た手付金の返還債務を連帯して保証することを委託する契約をＡとＡの代表取締役

との間であらかじめ締結したときは、Ａは、当該マンションの代金の額の 20％に相当

する額を手付金として受領することができる。（      ）（      ）（      ） 

 

 

［問 26］ 宅地建物取引業者Ａが、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Ｂと

の間で、建築工事完了前のマンションの売買契約を締結するに当たり、Ａが受領し

た手付金の返還債務のうち、保全措置を講じる必要があるとされた額を超えた部分

についてのみ保証することを内容とする保証委託契約をＡと銀行との間であらかじめ

締結したときは、Ａは、この額を超える額の手付金を受領することができる。

（      ）（      ）（      ） 

 

 

［問 27］ 宅地建物取引業者Ａが、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Ｂと

の間で、1,000 万円の手付金について銀行との間に保全措置を講じている場合に

おいて、Ａが資金調達に困り工事請負代金を支払うことができず、当該マンションの

引渡しが不可能となったときは、Ｂは、手付金の全額の返還を当該銀行に請求する

ことができる。（      ）（      ）（      ） 

 

 

［問 28］ 宅地建物取引業者Ａが、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Ｂと

の間で、建築工事完了前のマンションの売買契約を締結するに当たり、手付金の受

領後遅滞なく保全措置を講じる予定である旨を、ＡがあらかじめＢに対して説明した

ときは、Ａは、保全措置を講じることなく当該マンションの代金の額の 10％に相当す

る額を手付金として受領することができる。（      ）（      ）（      ） 
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［問 29］ 宅地建物取引業者Ａ社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Ｂ

と建築工事完了後のマンション（代金 3,000 万円）の売買契約を締結し、Ｂから手付

金 400 万円を受領した。Ａ社が保険事業者との間で保証保険契約を締結することに

より保全措置を講じている場合、当該措置内容は、少なくとも当該保証保険契約が

成立したときから建築工事の完了までの期間を保険期間とするものでなければなら

ない。（      ）（      ）（      ） 

 

 

［問 30］ 宅地建物取引業者Ａ社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Ｂ

と建築工事完了後のマンション（代金 3,000 万円）の売買契約を締結し、Ｂから手付

金 400 万円を受領した。Ｂが売買契約締結前に申込証拠金５万円を支払っている

場合で、当該契約締結後、当該申込証拠金が代金に充当されるときは、Ａ社は、そ

の申込証拠金に相当する額についても保全措置を講ずる必要がある。（      ）

（      ）（      ） 

 

 

［問 31］ 宅地建物取引業者Ａ社が、自ら売主として締結する建築工事完了後の新

築分譲マンション(代金 3,000 万円)の売買契約に関し、Ａ社は、宅地建物取引業者

でない買主Ｄとの当該売買契約の締結に際して、宅単建物取引業法第 41 条の 2

の規定による手付金等の保全措置を講じた後でなければ、Ｄから 300 万円の手付

金を受領することができない。（      ）（      ）（      ） 

 

 

［問 32］ 宅地建物取引業者Ａが、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Ｂか

ら手付金として 1,500 万円を受領するに当たって保全措置を講ずる場合、Ａは、当

該マンションの売買契約を締結するまでの間に、Ｂに対して、当該保全措置の概要

を説明しなければならない。（      ）（      ）（      ） 
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【その他】 

［問 33］ 宅地建物取引業者Ａ社は、宅地建物取引業者でない買主Ｃとの間で、割

賦販売の契約を締結したが、Ｃが賦払金の支払を遅延した。Ａ社は 20 日の期間を

定めて書面にて支払を催告したが、Ｃがその期間内に賦払金を支払わなかったため、

契約を解除した。この場合、宅地建物取引業法の規定に違反する。 

（      ）（      ）（      ） 

 

 

［問 34］ 宅地建物取引業者Ａ社が、自ら売主として行う宅地（代金 3,000 万円）の売

買に関し、Ａ社は、宅地建物取引業者でない買主Ｄとの間で、割賦販売の契約を締

結し、引渡しを終えたが、Ｄは 300 方円しか支払わなかったため、宅地の所有権の

登記をＡ社名義のままにしておいた。この場合、宅地建物取引業法の規定に違反す

る。（      ）（      ）（      ） 

 

 

【特定住宅瑕疵担保履行確保法】 

 <<問 35 から問 40 までは、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に

基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締

結（以下、資力確保措置）に関する設問です。>> 

［問 35］ 宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地建物取引業者である買主との間

で新築住宅の売買契約を締結し、当該住宅を引渡す場合、資力確保措置を講ずる

義務を負う。（      ）（      ）（      ） 

 

 

［問 36］ 宅地建物取引業者は、自ら売主として新築住宅を販売する場合だけでなく、

新築住宅の売買の媒介をする場合においても、資力確保措置を講ずる義務を負う。

（      ）（      ）（      ） 
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［問 37］ 自ら売主として新築住宅を販売する宅地建物取引業者は、住宅販売瑕疵

担保保証金の供託をする場合、宅地建物取引業者でない買主に対して供託所の所

在地等について記載した書面の交付及び説明を、新築住宅を引き渡すまでに行え

ばよい。（      ）（      ）（      ） 

 

 

［問 38］ 自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に引き渡した宅

地建物取引業者は、当該住宅を引き渡した日から３週間以内に、その住宅に関する

資力確保措置の状況について、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知

事に届け出なければならない。（      ）（      ）（      ） 

 

 

［問 39］ 自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に引き渡した宅

地建物取引業者は、基準日に係る資力確保措置の状況の届出をしなければ、当該

基準日以後、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結することができない。

（      ）（      ）（      ） 

 

 

［問 40］ 住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結している宅地建物取引業者は、当

該保険に係る新築住宅に、構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部

分の隠れた瑕疵（構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。）がある場合

に、特定住宅瑕疵担保責任の履行によって生じた損害について保険金を請求する

ことができる。（      ）（      ）（      ） 

 

 

【監督処分・罰則】 

［問 41］ 国土交通大臣は、宅地建物取引業者Ｂ（乙県知事免許）に対し宅地建物取

引業の適正な運営を確保し、又は健全な発達を図るため必要な指導、助言及び勧

告をすることができる。この勧告をしたときは、遅滞なく、その旨を乙県知事に通知し

なければならない。（      ）（      ）（      ） 
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［問 42］ 宅地建物取引業者Ａ（甲県知事免許）が、乙県内で行う建物の売買に関し、

取引の関係者に損害を与えるおそれが大であるときは、Ａは、甲県知事から指示処

分を受けることはあるが、乙県知事から指示処分を受けることはない。（      ）

（      ）（      ） 

 

 

［問 43］ 甲県知事は、乙県知事の登録を受けている取引士に対し、甲県の区域内

において取引士として行う事務に関し不正な行為をしたことを理由として指示処分を

しようとするきは、あらかじめ、乙県知事に協議しなければならない。（       ）

（      ）（      ） 

 

 

［問 44］ 甲県知事は、宅地建物取引業者Ａ（甲県知事免許）に対して指示処分をし

ようとするときは、聴聞を行わなければならず、その期日における審理は、公開により

行わなければならない。（      ）（      ）（      ） 

 

 

［問 45］ 宅地建物取引業者Ａの専任の取引士が事務禁止処分を受けた場合にお

いて、Ａの責めに帰すべき理由があるときは、甲県知事は、Ａに対して指示処分をす

ることができる。（      ）（      ）（      ） 

 

 

［問 46］ 甲県知事は、宅地建物取引業者Ｂ（国土交通大臣免許）に対し、甲県の区

域内における業務に関し取引の関係者に損害を与えたことを理由として指示処分を

したときは、その旨を甲県の公報により公告しなければならない。（       ）

（      ）（      ） 

 

 

［問 47］ 国土交通大臣は、宅地建物取引業者Ｃ社（国土交通大臣免許）が宅地建

物取引業法第 37 条に規定する書面の交付をしていなかったことを理由に、Ｃ社に

対して業務停止処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなけ

ればならない。（      ）（      ）（      ） 
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［問 48］ 宅地建物取引業者Ａの免許権者である甲県知事は、宅地建物取引業者Ａ

の事務所の所在地を確知できないときは、直ちにＡの免許を取り消すことができる。

（      ）（      ）（      ） 

 

 

［問 49］ 宅地建物取引業者Ａ（甲県知事免許）が、正当な理由なく、その業務上取り

扱ったことについて知り得た秘密を他人に漏らした場合、Ａは、甲県知事から業務停

止処分を受けることがあるほか、罰則の適用を受けることもある。（       ）

（      ）（      ） 

 

 

［問 50］ 法人である宅地建物取引業者Ａの従業者Ｂが、建物の売買の契約の締結

について勧誘をするに際し、当該建物の利用の制限に関する事項で買主の判断に

重要な影響を及ぼすものを故意に告げなかった場合、Ａに対して１億円以下の罰金

刑が科せられることがある。（      ）（      ）（      ） 
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宅建業法科目 解答解説 

 

◆「宅建業法科目」についての〇×問題の解答・解説です。近年の法令改正箇所に

つきましては、法改正マークを付けてありますので、参考にしてください。また、「⇒」と

して、問題のポイントや周辺知識を載せている箇所もございます。 

 

◆解答する際は、「どこが、どうして間違いだったのか」についても、細かくチェックを行

って、次回以降の解答の際に間違えないように注意していってください。 
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第 1 章：宅建業法科目① 解答・解説 

◆業って何？ 免許ってどんなの？？というところからスタート！ 

【宅地建物取引業、免許、取引士、営業保証金、保証協会、案内所他】 

 

【宅地建物取引業の定義】 

［問 １］× 用途地域内の土地なので、民営の駐車場の用に供せられているものは宅

地にあたります（業法２条１号）。 

 

 

［問 ２］〇 登記簿上の地目は山林でも、建物の敷地に供する目的で取引される土

地は宅地にあたります（業法２条１号）。 

 

 

［問 ３］× 宅地建物の取引を自ら売主として不特定多数の者に対して反覆継続して

行なう行為は、宅地建物取引業に該当します。相手が知人、友人でも多数であれば

不特定の者にあたります。また、10 区画の区画割りを売買するということですと、反覆

継続の要素もあります。そのため、Ａは宅建業の免許が必要になります。 

Ｂの行為はどうでしょうか。宅地建物取引とは、①宅地又は建物の売買、交換②売

買、交換、貸借の媒介または③売買、交換、貸借の代理を行う行為とされています。

Ｂは、宅地又は建物の売却の代理を業として行なっていますので、免許が必要です。

相手方が公益法人であることも、不特定多数の相手方ということになります。問題文

は、後段が誤りということになります。 

 

 

［問 ４］〇 Ｃの行為は宅建業になりますので、免許を受ける必要がありますが、ＢとＤ
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は免許を受ける必要はありません（業法２条）。 ⇒ Ｂは大家さん、Ｄは管理業者で

す。宅建業は行なっていませんね。 

 

 

【免許】 

［問 ５］〇 免許は一身専属のものであり、相続しません。Ｂの行為は宅建業に該当し

ますので、Ｂは新しく免許を受ける必要があります。 ⇒ そういえば、自動車の運転

免許も、相続しませんね♪ 

 

 

［問 ６］× 業務上過失致死罪では、禁錮以上の刑でなければ免許の欠格事由に該

当しません（業法５条１項３号）。Ｈ社は免許を受けられます。 

 

 

［問 ７］× Ｃ社が免許申請する場合に、Ｃ社の免許欠格事由に関係してくる役職の

範囲は、その役員及び政令で定める使用人です。役員又は政令で定める使用人が

免許の欠格者であれば、Ｃ社の免許申請は拒否されます（業法５条１項 5 号、12 号）。

普通の従業者であるＤは、Ｃ社の欠格事由の範囲には含まれません。Ｄが欠格者で

あっても、Ｃは宅地建物取引業の免許を受けることができます。 

 

 

［問 ８］〇 宅建業の免許がその効力を失った場合でも、宅建引業者が締結した契約

に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお宅建業者とみなされます

（業法 76 条）。 ⇒ この規定は契約の相手方等を保護するためのものですので、不

正の手段により免許を取得したとして宅建業者がその免許を取り消された場合でも、

適用されます。 

 

 

［問 ９］〇 非常勤役員も役員に含まれます。そのため、Ａ社は免許を受けることがで

きません（業法５条１項 6 号、12 号）。 
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［問 10］× Ａは、免許そのものは受けていますので、無免許事業には該当しません。

ですが、事業開始の要件には違反しています。 ⇒ この場合は、監督処分として業

務停止処分のほか（業法 65 条２項）、6 月以下の懲役もしくは 100 万円以下の罰金

または両者の併科の罰則もあります（業法 81 条）。 

 

 

［問 11］〇 免許の更新の申請について処分がなされないときは、従前の免許は、有

効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有します（業法３条４

項）。 

 

 

［問 12］〇 一団の建物の分譲を行う案内所を設置して、その案内所において建物

の売買契約を締結する場合は、その旨の届出を行なえばＯＫです（業法 50 条２項）。

国土交通大臣への免許換えの申請は必要ありません。 ⇒ 免許換えの申請は、免

許権者が変わる場合に行ないます。 

 

 

［問 13］× 問題文のケースでは、届出ではなく、甲県知事から国土交通大臣への免

許換えが必要となります（業法 7 条、９条）。 ⇒ “２週間”という期間もヒッカケですね。 

 

［問 14］× 30 日以内でなく、２週間以内に、新たな専任の取引士を設置しなければ

なりません（業法 31 条の３第３項）。 ⇒ そして、新たな専任の取引士を設置してか

ら 30 日以内に変更の届出をしなければなりません。 

 

 

［問 15］〇 免許権者は、宅地建物取引業者名簿を一般の閲覧に供しなければなり

ません。この名簿には、指示または業務停止処分があったときは、その年月日と内容

が記載されます（業法８条、10 条、規則５条１号）。 

 

 

［問 16］× 宅建業者は、業者名簿に登載されている事項のうち、業法８条２項２号か

ら６号の事項に変更があった場合は、30 日以内に、免許権者に届出なければなりま
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せん（業法９条）。定款、資本金の額は、業者名簿の登載事項ではありませんので変

更の届出は不要です。ですが、宅建業者が法人である場合には、その役員の氏名

は業者名簿の登載事項です（業法８条２項３号）。この役員の氏名の変更があると、

業者名簿の変更となりますので、変更の届出が必要です。これは変更後 30 日以内

に届け出なければなりません（業法９条）。 

 

 

［問 17］× 宅建業者が廃業等をしたときには、30 日以内に免許権者に届け出なけ

ればなりません（業法 11 条）。法人が合併、破産以外の理由で解散した場合には、

届出するのは役員ではなく、清算人です。 ⇒ 宅建業者の破産の場合には、法人

の役員ではなく、破産管財人が届け出なければならないことも押さえておきましょう。 

 

 

【宅地建物取引士】 

［問 18］× 取引士試験に合格した資格者でも、「営業に関して成年者と同一の能力

を有しない場合」は、登録はできません。ですが、「営業に関して成年者と同一の行

為能力を有している場合」は、取引士の登録を受けることができます。また、「営業に

関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者」は、免許については、その法

定代理人が欠格要件に当たらなければ免許を受けることができます（業法５条１項

11 号、18 条１項１号）。 

 

 

［問 19］〇 甲県の事務所には、従業員が合計 21 人となるので、成年者である専任

の取引士は５人以上必要です（業法 31 条の３第１項、施行規則 15 条の５の３）。 

 

 

［問 20］× その刑の執行が終わった日から５年を経過するまでは、新たな登録を受

けることができません（業法 18 条１項７号）。 

 

 

［問 21］× 事務禁止の期間中は、たとえ別の乙県知事の登録であっても、受けるこ

とができません。 
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［問 22］× 乙県知事への登録の移転の申請は、任意です（業法 19 条の２）。 ⇒ 

義務ではないところに注意！  

 

 

［問 23］〇 問題文の場合、Ａは、Ｂを本店の成年者である専任の取引士とみなすこ

とができます（業法 31 条の３第２項）。 

 

 

［問 24］〇 登録を受けている者は、取引士証の交付を受けていない場合でも、その

登録を受けている事項に変更があれば、登録を受けている都道府県知事に変更の

登録を申請しなければなりません（業法 20 条）。 

 

 

［問 25］〇 取引士である者が取引士として行う事務に関し著しく不当な行為をした

場合、その登録をしている知事による事務禁止処分の対象となります（業法 68 条１

項３号）。 

 

 

［問 26］× 宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行

為をしてはならないこととするとともに、宅地又は建物の取引に係る事務に必要な知

識及び能力の維持向上に努めなければならないと規定されています（業法 15 条～

15 条の３）。 ⇒ 必要な知識及び能力の維持向上は努力義務で、違反しても罰則

はありません。 

 

 

【営業保証金】 

［問 27］× 本店Ｘの最寄りの供託所に政令で定める額の営業保証金を供託して、そ

の旨の届出をすれば、支店Ｚでの事業を開始することができます（業法 26 条）。 

 

 

［問題 28］× 営業保証金の保管替えを請求できるのは、金銭だけで営業保証金を

供託しているときです（業法 29 条１項）。 ⇒ そのほかの場合は、営業保証金を遅
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滞なく移転後の主たる事務所（本店）の最寄りの供託所に新たに供託しなければなり

ません。 

 

 

［問 29］〇 不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から２週間以内にそ

の不足額を供託しなければなりません（業法 28 条１項）。 

 

 

［問 30］× 一部の支店を廃止したことにより、営業保証金が政令で定める額を超え

た場合は、その超過額のみにつき、取り戻すことができます（業法 25 条２項、30 条２

項）。 ⇒  ただし、公告は必要です。 

 

 

【保証協会】 

［問題 31］× 保証協会の社員である宅建業者が新しく事務所を設置した場合は、そ

の日から２週間以内に支店１カ所につき 30 万円の弁済業務保証金分担金を保証協

会に納付しなければなりません（業法 64 条の９第２項）。ですので、問題文の場合は、

60 万円の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付すればＯＫです。 ⇒ 保証協

会は、その納付があった日から１週間以内に納付額に相当する額の弁済業務保証

金を供託しなければなりません（業法 64 条の７第１項）。 

 

 

［問 32］〇 保証協会は、宅地建物取引業に係る取引に関する苦情について解決の

申出があったときは、その申出及びその解決の結果についてその社員に周知するこ

とが義務付けられています（業法 64 条の５）。 

 

 

［問 33］× 保証協会は、新たに社員が加入したときは、その社員の免許権者に対し

て報告します（業法 64 条の４）。 
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［問 34］〇 還付請求をしようとする場合は、その保証協会の認証を受けた後、法務

大臣及び国土交通大臣の定める供託所に請求しなければなりません（業法 64 条の

８）。 ⇒ 営業保証金もそうですが、宅建業者は、たとえ宅建業の取引で生じた債権

であっても、営業保証金や弁済業務保証金から還付を受けることはできません。 

 

 

［問 35］〇 その債権に関して弁済が完了するまでは、弁済業務保証金分担金をそ

の者に返還する必要はありません（業法 64 条の 11 第３項）。 

 

 

【案内所他】 

［問 36］〇 その物件の所在する場所及び案内所のそれぞれに、免許証番号、主た

る事務所の所在地等の所定の事項を記載した標識を掲示しなければなりません（業

法 50 条１項）。 

 

 

［問 37］〇 代理業者であるＢは、届出を、業務を開始する 10 日前までに、その案内

所の所在地を管轄する甲県知事及び甲県知事を経由して国土交通大臣にしなけれ

ばなりません（業法 50 条２項）。 ⇒ この問題の場合は、国土交通大臣は免許権者

で、甲県知事は案内所の所在地の知事ということです。 

 

 

［問 38］× 宅地建物取引業者は、事務所ごとにその事務所の従業者名簿を備えな

ければなりません（業法 48 条３項）。 

 

 

［問 39］× 帳簿の記載事項を事務所のパソコンのハードディスクに記録し、必要に

応じてその事務所においてパソコンやプリンタを用いて紙面に印刷することが可能な

環境を整えることで、帳簿への記載に代えることができます（業法 49 条、施行規則

18 条、宅建業法の運用と解釈） 
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［問 40］× 宅地建物取引業者は、事務所には国土交通大臣が定めた報酬の額を

掲示しなければなりませんが、案内所には報酬額の掲示は不要です（業法 46 条４

項）。 ⇒ 「標識」は、事務所にも案内所にも必要です。 
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第 2 章：宅建業法科目② 解答・解説 

◆「３つの書面」は宅建業法のメインテーマとも言えますよ！！ 

【広告規制等、報酬、３つの書面】 

 

【広告等の規制・未完成物件の規制】 

［問 １］〇 たとえ実在する宅地であっても、実際に販売する意思がない場合での広

告は、誇大広告に該当しますので、広告を行うことはできません（業法 32 条）。 

 

 

［問 ２］〇 宅建業者は、未完成物件については、必要な建築確認等の処分があっ

た後でなければ、宅地建物の売買その他の業務（取引業務）に関する広告をしては

なりません（業法 33 条、施行令 2 条の 5）。建築確認申請中である旨を表示したとし

ても、広告をすることはできません。 ⇒ 販売につき必要な行政処分を得られるか

どうかが不安定な状態での広告活動は禁止されているのです。 

 

 

［問 ３］× 相手が宅建業者であっても、その開発許可を受ける前では、宅地の売買

の予約を締結することはできません（業法 33 条、施行令 2 条の 5）。 

 

 

［問 ４］〇 「未完成物件の広告開始時期の制限」は、全ての取引態様に適用されま

す。問題文の宅地の貸借の広告をすることはできません。また、契約締結時期の制

限の問題として、「広告開始時期の制限」と同様に、『未完成物件』についての規制

の問題があります。宅建業者は、未完成物件について、一定の許可等の処分がな

いうちは、物件の売買、交換について当事者として又は代理、媒介して契約を締結
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できません。ただし、貸借の代理・媒介についての制限はなく、その点は「広告開始

時期の制限」と異なります。そこで、許可を受ける前であっても、その宅地の貸借の

媒介をすることはできます。 

 

 

［問 ５］× 取引態様の明示は、広告時、注文を受けた時の両方に義務付けられてい

ますので、広告するたびに取引態様の別を明示する必要があります（業法 34 条）。 

 

 

［問 ６］× 広告については、実際のものよりも著しく優良又は有利であると人を誤認

させるような表示であれば、誇大広告の表示となります。そして、実際に誤認による

損害が発生しなくても業法違反となり、監督処分の対象となります（業法 32 条）。 

 

 

【その他の業務に関する制限】 

［問 ７］〇 宅建業者等が、将来の環境、交通その他の利便について誤解させるべき

断定的判断を提供する行為は、宅地建物取引業法の規定に違反します（業法 47

条の２第 1 項、施行規則 16 条の 12）。 

 

 

［問 ８］× 免許の取消し前に建物の売買の契約をしていないので、問題文の場合は

宅地建物取引業者とはみなされません（業法 76 条）。 

 

 

［問 ９］× 買主に対して不当に高額の報酬を要求する行為は、要求するだけで、宅

地建物取引業法の規定に違反します（業法 47 条２号）。 

 

 

［問 10］〇 買主から手付放棄による契約解除の申出を受けたのに、正当な理由なく

これを拒む行為は、宅地建物取引業法の規定に違反します（業法 47 条の２、施行

規則 16 条の 12）。 
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［問 11］× 勧誘に先立って勧誘の目的を告げない行為は、宅地建物取引業法の規

定に違反します（業法 47 条の２、施行規則 16 条の 12）。 

 

 

［問 12］〇 勧誘の相手方から、断られていた時間に訪問して勧誘を行なう行為は、

宅地建物取引業法の規定に違反します（業法 47 条の２、施行規則 16 条の 12）。 

 

 

【報 酬】 

［問 13］× 貸借の報酬額の合計額は、借賃の１ヵ月分以下でなければなりません。

そこで、消費税課税事業者はこれに消費税を含めて 10 万円×1.1＝11 万円が受領

できる報酬額の限度額です。複数の業者がかかわる場合の限度額も同じですので、

Ｃ社はＤから報酬を受領することはできなくなります。 

 

 

［問 14］× 原則として、報酬と別に必要経費を請求することはできません。ですので、

報酬とは別に文書作成費を受領することはできません。 ⇒ 業者は例外的に、依

頼者の依頼によって行う広告費や、依頼者の特別の依頼によって支出する特別の

費用（遠隔地の調査費用等）については、売買等の契約の成立・不成立の如何を問

わずに、報酬とは別に請求できることも知っておきましょう♪ あわせて、空家などの

媒介・代理についての報酬額の特例についても注意しておきましょう。 

 

 

［問 15］〇 事業用建物の貸借の媒介ですので、合計額が借賃の 1.1 か月分以内で

あれば、依頼者の双方からどのような割合で報酬を受けてもＯＫです。 ⇒ 宅地・

非居住用建物では、依頼者双方からどのような割合で報酬を受けてもよく、また依頼

者の一方のみから報酬を受けてもよいのです。 

 

 

［問 16］× 取引に関わった宅建業者全員が受領できる報酬額の総額は、宅建業者

が１人で媒介・代理した場合に受領できる報酬の限度額を超えることはできません。

3,000 万円×3％＋６万円＝96 万円で、税込みでは 96 万円×1.1＝105 万 6,000
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円。Ａは代理ですので、その倍額の 211 万 2,000 円が限度額になります。また、Ｂは

媒介で、105 万 6,000 円が限度額になります。そして、今回の報酬の限度額は、Ａ・

Ｂ双方の受領額の合計は、211 万 2,000 円が限度額となります。 ⇒ 問題文では、

もらいすぎてしまっていますね。 

 

 

［問 17］〇 居住用建物以外の建物の貸借の媒介を行う場合において、権利金の授

受があるときは、報酬額は借賃の 1.1 月分又は権利金の額を売買代金とみなして算

出した金額のいずれか有利な額を上限とすることができます。 

 

 

［問 18］× 媒介・代理の報酬額は、媒介・代理契約を締結する段階で決めなければ

ならない。国土交通大臣が定めた報酬の限度額は、決めた場合の上限を定めただ

けで、報酬額を定めてない場合は、国土交通大臣が定めた報酬の限度額を請求で

きるわけではありません。 

 

 

［問 19］× Ｃは買主ですので問題文の場合は現地調査等費用は加算できません。

報酬額は売買の媒介の速算式 300 万円×4％＋2 万円＝14 万円（税抜）が上限と

なり、Ａは課税事業者ですので税込みで 154,000 円の報酬を受領できます（業法 46

条、報酬額告示第７）。 

 

 

【媒介契約書】 

［問 20］× 宅地建物の「売買、交換」の媒介契約を締結したときは、業者は、遅滞な

く媒介契約書を作成し記名押印して、依頼者に交付しなければなりません（業法 34

条の２第１項）。その相手方が宅建業者であっても、媒介契約書面を交付しなければ

なりません。 ⇒ 媒介契約書面の作成義務があるのは売買、交換の場合だけであ

って、貸借の場合は要求されていないことも押さえておきましょう。 

 

 

［問 21］× 業者が依頼者と一般媒介契約を締結した場合、業者が依頼者に対して
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土地付建物の価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかに

しなければなりませんが、その方法は口頭でもＯＫです（業法 34 条の２第２項）。 

 

 

［問 22］〇 宅建業者が指定流通機構に登録したことを証する書面を依頼者に対し

て引き渡さなかったときは、業者はそのことを理由として指示処分を受けることがあり

ます（業法 65 条）。 

 

 

［問 23］〇 宅建業者は、依頼者と専属専任媒介契約を締結したときは、契約の締結

の日から５日以内(休業日を除く)に、所定の事項を当該宅地の所在地を含む地域を

対象として登録業務を現に行なっている指定流通機構に登録しなければなりません

（業法 34 条の２第５項）。 

 

 

［問 24］〇 指定流通機構に登録したときは、指定流通機構が発行した登録済書を

宅建業者Ａが依頼者Ｂに、遅滞なく引き渡さなければなりません（業法 34 条の２第６

項）。 

 

 

【重要事項説明書】 

［問 25］〇 都市計画法、建築基準法その他の法令に基づく制限で、政令で定める

ものの概要（施行令３条）を説明しなければなりません（業法 35 条１項２号）。Ａは、

その増築に際して市町村長への届出が必要である旨を説明しなければなりません。 

 

 

［問 26］× マンションの分譲に際して、建物の区分所有等に関する法律第２条第４

項に規定する共用部分に関する規約がまだ案の段階である場合は、宅建業者Ａは、

その案の内容について説明しなければなりません（業法 35 条１項６号、施行規則

16 条の 2）。規約の設定を待つ必要はアリマセン。その案を説明すればＯＫです。 
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［問 27］× 宅建物業者は、当該貸借に係る契約の終了時において精算することとさ

れている敷金の精算に関する事項について説明しなければなりません（業法 35 条１

項 14 号、施行規則 16 条の 4 の 3）。 ⇒ これは説明しておかないと、必ずトラブル

になりそうですね。 

 

 

［問 28］〇 建物の貸借の媒介を行う場合、その建物について、石綿の使用の有無

の調査の結果が記録されているときは、その旨について及びその記録の内容も説明

する必要があります（業法 35 条１項 14 号、施行規則 16 条の 4 の 3）。 

 

 

［問 29］× 建物の売買の媒介において、移転登記の申請の時期については、重要

事項として説明はしなくてもよいのです。 ⇒ 重要事項説明は、“商品説明”ですの

で、未だ買うかどうかも分からないので移転登記の申請の時期のお話は必要ないで

すね♪ 

 

 

［問 30］〇 宅建業者が自ら売主となる新築住宅の売買においては、重要事項の説

明で契約不適合に関する担保責任の履行に関する責任保険の概要については、

説明事項です（業法 35 条１項 13 号）。 

 

 

［問 31］〇 宅建業者Ａは、買主がその維持修繕費用の減免対象者であるか否かに

かかわらず、その内容を説明しなければなりません（業法 35 条１項６号、施行規則

16 条の 4 の 3 第 5 号）。 

 

 

［問 32］× 昭和 56 年 5 月 31 日以前に新築工事に着手した建物について、一定の

者が行う耐震診断を受けたものであるときは、その内容 （耐震診断の結果）を説明し

なければなりません。ですが、その建物について耐震診断を実施する義務までは宅

建業者には課せられていません（業法 35 条１項 14 号、施行規則 16 条の 2）。 
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［問 33］× 重要事項の説明は、業者間の取引の場合には省略できます。そして、重

要事項の説明は必ず取引士が行わなければなりませんが、そもそも説明義務のな

いところで代表者による説明を行なっているということですので、問題文の行為は宅

建業法違反とはなりません（業法 35 条１項）。 ⇒ 業者間の取引であっても、省略

できるのは「重要事項の説明」についてです。書面の交付は省略できませんので注

意しましょう。 

 

 

［問 34］× 建物の貸借の媒介の場合でも、土砂災害警戒区域等における土砂災害

防止対策の推進に関する法第７条第１項により指定された土砂災害警戒区域内に

あるときは、その旨を説明しなければなりません（業法 35 条１項 14 号、施行規則 16

条の４の３）。 

 

 

【37 条書面】 

［問 35］〇 宅建業者自ら、当事者として契約をしたときにはその相手方に、代理して

契約を締結したときにはその相手方及び代理を依頼した者に、媒介により契約が成

立したときには契約の両当事者に書面を交付しなければなりません。従って、本問

題の場合は、売主と買主の双方に 37 条書面を交付しなければなりません（業法 37

条１項）。 

 

 

［問 36］× 宅建業者が重要事項説明に先立って契約を締結して 37 条書面を交付

する行為は、宅建業法の規定に違反しています（業法 35 条、37 条）。 ⇒ 買主で

あるＢの意向に沿ったものだとしても、違反になってしまいます！ 

 

 

［問 37］〇 居住用建物の引渡しの時期に関する定めについては、必ず 37 条書面

に記載する必要があります（業法 37 条１項、２項）。 

 

 

［問 38］× 宅建業者が建物の貸借の媒介を行う場合、借賃以外に金銭の授受があ
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るときは、その額及び授受の目的について、書面に記載する必要があります（業法

37 条２項）。 

 

 

［問 39］× 35 条書面と 37 条書面には取引士の記名が必要ですが、37 条書面に記

名する取引士は、35 条書面に記名した取引士と必ずしも同じ者である必要はありま

せん。法改正 

 

 

［問 40］〇 売買の媒介を行う宅建業者は、媒介の相手方である買主が宅建業者で

あっても、売買契約の成立後における 37 条書面の交付を省略することはできませ

ん。 

 

 

［問 41］× 宅建業者は、契約書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該

書面を交付される者の承諾を得て、契約書面に記載すべき事項を電磁的方法であ

って一定の措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することが

できます（宅建業法 37 条 4 項）。法改正 
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第 3 章：宅建業法科目③ 解答・解説 

◆「自ら売主」の規制は全部で８種類！！ 

【自ら売主規制、監督処分・罰則】 

 

【自己所有でない物件】 

［問 １］〇 業者自身の所有に属しない宅地建物については、業者自ら売主となる売

買契約（予約も含む）を締結することが原則禁止されていますが、業者がその物件を

取得する売買契約（予約も含む）を結んでいる場合は、例外的に売買契約を締結でき

ます（業法 33 条の 2 第 1 号）。ですが、業者が物件を取得する（仕入れる）売買契約

（予約も含む）が停止条件付きであるときは、契約につきまだ不安定な状態（確かに取

得できるかどうかが分からない状態）ですので、その宅地の売買契約を締結してはなり

ません。 

 

 

［問 ２］〇 宅建業者Ａは、Ｇとの売買契約の予約をしているので、Ａがその宅地を宅

建業者でないＨに転売しても、宅地建物取引業法の規定に違反しません（業法 33 条

の 2）。 ⇒ Ｈが宅建業者であれば、この規定の適用はアリマセン！ 

 

 

【クーリング・オフ】 

［問 ３］〇 買主から申し出た場合で、買主の自宅・勤務場所で買受けの申込みをす

れば、クーリング・オフできません。ですが、買主からの申出があったとしても、自宅・勤

務先以外の場所であるホテルのロビーでの買受けの申込みをしたという場合は、クー

リング・オフが可能で、売買契約を解除できます（業法 37 条の 2 第 1 項本文、施行規

則 16 条の 5）。 
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［問 ４］× クーリング・オフができる旨の書面で告げられた日から起算して８日間を経

過していない間に、「書面」で契約の解除をすると、クーリング・オフが認められます。こ

の契約解除は、買主Ｂがその書面を発した時に効力が生じます（発信主義）。発信が、

告げられた日から７日目なので、契約解除が認められます（業法 37 条の 2 第 2 項）。 

 

 

［問 ５］× クーリング・オフができる期間の間に、買主が宅地建物の引渡しを受け、

かつ、その代金の全部を支払ったときには、申込みの撤回等（クーリング・オフ）ができ

なくなります（業法 37 条の 2 第 1 項 2 号）。 ⇒ 契約の履行が完全に終了していま

すので、もはやクーリング・オフによる契約解除はできません。 

 

 

［問 ６］× 宅建業者でない申込者や買主に不利なる特約は無効です。従って、クー

リング・オフによる契約の解除をしない旨の合意は無効です（業法 37 条の 2 第 4 項）。 

 

 

［問 ７］× Ｃは宅建業者ですが、Ｃは単純にＢの知人であり、売主業者Ａから媒介や

代理を依頼されたわけではアリマセン。そのようなＣの事務所で買受けの申込みと契

約締結をしたＢは、クーリング・オフができます（業法 37 条の 2 第 1 項本文、同法施行

規則 16 条の 5）。 

 

 

［問 ８］× クーリング・オフによる売買契約の解除は「無条件の解除」です。たとえＡ

が契約の履行に着手していたとしても、ＡはＢに対してそれに伴う損害賠償を請求する

ことはできません（業法 37 条の 2）。 

 

 

【損害賠償額の予定等の制限】 

［問 ９］× 宅建業者が自ら売主となる宅地建物の売買契約において、債務不履行を

理由とする契約の解除に伴う損害賠償額を予定したり、違約金を定めるときは、これら

を合計した額が代金の額の 10 分の 2 を超えてはなりません（業法 38 条 1 項）。 ⇒ 

超えた部分は無効となり、代金の額の 10 分の 2 までが有効です（業法 38 条 2 項）。
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全部が無効になるわけではないことにも注意しましょう。 

 

 

［問 10］〇 代金 2,000 万円の 10 分の 2 は 400 万円で、本問題の場合は合計で

400 万円ですので、10 分の 2 を超えていません。このような特約は有効に定めること

ができます（業法 38 条）。 

 

 

［問 11］× 宅建業者が自ら売主となる宅地建物の売買契約において、債務不履行

を理由とする契約の解除に伴う損害賠償額を予定し、または違約金を定めるときは、

これらを合計した額が代金の額の 10 分の 2 を超えてはなりません（業法 38 条 1 項）。

ですが、損害賠償額の予定・違約金の定めをしていないときは、この制限はありませ

ん。実損額を証明して請求することが可能です。 

 

 

［問 12］× 業者が自ら売主となる宅地建物の売買契約において、債務不履行を理

由とする契約の解除に伴う損害賠償額を予定し、または違約金を定めるときは、これら

を合計した額が代金の額の 10 分の 2 を超えてはなりません（業法 38 条 1 項）。です

が、宅建業者が自ら売主となる場合の規制は、業者相互間の取引についは適用され

ませんので、損害賠償額の予定を 1,000 万円とする特約もできます（業法 78 条 2 項）。 

 

 

【手付の額の制限等】 

［問 13］× 宅建業者が自ら売主となる契約に際して手付を受領したときは、その手

付は必ず解約手付の性格を有します。当事者が履行に着手するまでは、買主は手付

を放棄して、売主は手付の倍額を現実に提供することにより、契約を解除できます（業

法 39 条 2 項）。 

 

 

［問 14］× 宅建業者自ら売主となる宅地建物の売買においては、授受された手付

は「解約手付」とみなされて、相手方が履行に着手するまでは、買主がその手付を「放

棄」し、又は売主がこれを「倍返し」して契約を解除できます（業法 39 条 2 項、民法
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557 条 1 項）。売主である宅建業者が手付の倍額で解除をしようとするときは、「現実

に提供」することで解除することができます。書面で意思表示をしただけでは、解除の

要件を満たしません。 

 

 

［問 15］〇 買主のＢは内金を支払っている以上、履行に着手していますので、Ａが

契約の解除を申し出ても、これを拒むことができます（民法 557 条 1 項）。 

 

 

［問 16］× 宅建業者が自ら売主となる契約に際して手付を受領したときは、相手が

履行に着手するまでは、買主は手付を放棄し、また売主は手付の倍返しによって契約

を解除できます（業法 39 条２項）。この規定に反する特約で買主に不利になるものは

無効です（同条３項）。Ｂが手付金の放棄による契約の解除ができる期限について、金

融機関からＢの住宅ローンの承認が得られるまでとする旨の定めは、Ｂに不利な特約

ですので無効となります。 ⇒ 買主に有利となる特約だったら、有効です♪ 

 

 

［問 17］× 「宅建業者が履行に着手しても買主がその手付を放棄して契約を解除す

ることができる特約」は、買主に有利となる特約ですので、定めることができます（業法

39 条）。 

 

 

【担保責任の特約の制限】 

［問 18］〇 業者が自ら売主となる宅地建物の売買契約においては、その目的物の

契約不適合の場合の担保責任に関して民法の規定よりも買主に不利なる特約をして

はなりません。ですが、例外的に「契約不適合の通知期間」を引渡しの日から２年以上

とする特約は許されています（業法 40 条 1 項）。ですので、「引渡しの日から３年」とす

る特約はすることができます。 

 

 

［問 19］× 買主Ｅが宅建業者であることに注意しましょう。宅建業者自ら売主となる

場合の規制については、業者相互間の取引についは適用されませんので、担保責任
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についての特約の制限（業法 40 条）も適用されず、契約不適合の通知期間を引渡し

の日から１年とする特約も有効です。業法の規定にも違反しません。 

 

 

［問 20］〇 民法の規定によりますと、契約不適合に基づく債務不履行の場合、買主

は損害賠償と契約解除ができるとされています（民法 562 条～564 条ほか）。契約解

除ができないとすることは、民法の規定よりも買主に不利になる特約ですので、業法の

規定に違反します（業法 40 条 2 項）。 

 

 

［問 21］× 宅建業者が自ら売主となる宅地建物の売買契約では、その目的物の担

保責任に関しては、民法の規定よりも買主に不利になる特約をしてはなりません（業法

40 条）。「担保責任を負わない」という特約は、無効です。  

 

 

［問 22］× 業者が自ら売主となる宅地建物の売買契約においては、その目的物の

契約不適合の場合の担保責任に関して民法の規定よりも買主に不利なる特約をして

はなりません。ですが、例外的に「契約不適合の通知期間」を引渡しの日から２年以上

とする特約は許されています（業法 40 条 1 項）。本問題文の場合では、契約締結日

から２年間としても、引き渡しはその１か月後となっていますので、結局引き渡しから１

年 11 か月の「契約不適合の通知期間」という内容の特約となりますので、この特約は

無効となります（業法 40 条 2 項）。 

 

 

【手付金等の保全措置】 

［問 23］〇 業者が自ら売主となる工事完了前の物件（未完成物件）の売買について

は、原則として保全措置を講じた後でないと、業者は手付金等の金銭を受領できませ

ん。ただ、受領しようとする手付金等の額が、代金の額の５％以下であり、かつ、1,000

万円以下であるとき保全措置は不要です（業法 41 条 1 項本文）。Ａは、手付金等の

保全措置を講じずに、250 万円まで手付金として受領することができます。 
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［問 24］× 受領しようとする手付金等の額が、代金の額の５％以下であり、かつ、

1,000 万円以下であるとき保全措置は不要です（業法 41 条 1 項本文）。本問題文で

は、代金の額の 10％に相当する中間金ですので、業者Ａは保全措置を講じた後でな

いと中間金を受領できません。保全措置を講じない場合には、買主は手付金等を支

払わなくてもよく、また、支払わないことにより債務不履行責任を負うこともありません。

そのため、Ａは契約の解除をすることはできません（業法 41 条 4 項）。 

 

 

［問 25］× 工事完了前の物件（未完成物件）の売買についての保全措置の方法は、

銀行等による保証・保険事業者による保証保険に限られます（業法 41 条）。ですので、

Ａは代金の額 20％に相当する手付金を受領することができません。 

 

 

［問 26］× 宅建業者は、物件の引渡しまでに受領した手付金等の全額について保

全措置を講じなければなりません。保全措置が不要な範囲の額を超える分について

のみに保全措置を講ずるものではないことに注意しましょう（業法 41 条 1 項本文）。 

 

 

［問 27］〇 宅建業者Ａが資金繰りの失敗などで工事請負代金を支払うことができず

に、売っていたマンションの引渡しが不可能となったようなときは、Ｂは、手付金の全額

の返還をその保全措置を講じている先の銀行に請求することができます。 ⇒ まさに

このような場合に手付金等の保全措置があるのですね。 

 

 

［問 28］× 保全措置を講じた後でないと、手付金等の金銭を受領できません（業法

41 条 1 項本文）。説明をしていたとしてもムリです！ 

 

 

［問 29］× 保険事業者は、物件の引渡しまでの期間、業者が受領しようとする手付

金等の額に相当する額について保証するものです。工事完了までの期間の保険では

ダメです（業法 41 条第 3 項 2 号）。 
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［問 30］〇 保全される「手付等」とは、交付される金銭が代金の全部または一部とし

て授受される金銭であるか、手付その他の名義をもって授受される金銭で代金に充当

されるものです（業法 41 条第 1 項）。契約締結後に代金に充当される申込証拠金は、

手付等に含まれますので、保全措置を講ずる必要があります。  

 

 

［問 31］× 業者自ら売主となる工事完了後の物件（完成物件）の売買については、

原則として保全措置を講じなければなりません。ですが、完成物件の売買の場合には、

受領しようとする手付金等の額が、代金の額の 10％以下であり、かつ、1,000 万円以

下であるときは、保全措置は不要です（業法 41 条の 2）｡ですので､代金の 10％である

300 万円を受け取るときは、保全措置は不要です。 

 

 

［問 32］〇 ＡがＢから手付金を受領するにあたって保全措置を講ずる場合、Ａは、そ

のマンションの売買契約を締結するまでの間に、Ｂに対して保全措置の概要を説明し

なければなりません（業法 35 条第 1 項 10 号）。 ⇒ これは「重要事項説明」の問題

です。 

 

 

【その他】 

［問 33］〇 宅建業者自ら売主となる割賦販売契約について、賦払金の支払いがな

い場合には、業者は、30 日以上の相当期間を定めて、支払いを書面で催告し、その

期間内に支払いがなければ、賦払金の支払いがないことを理由として、契約を解除し、

又は、支払時期の来ていない賦払金の全額の支払いを請求することができません（業

法 42 条 1 項）。この規定よりも買主に不利となる特約は無効です（業法 42 条 2 項）。

本問題文では 20 日の期間としていますので、違反となります。 

 

 

［問 34］× 宅建業者自ら売主となる割賦販売契約については、所有権留保が原則

禁止されています。ですが、業者が受領した金銭の総額が、代金の 10 分の３以下で

あるときは、例外として所有権留保が認められます。本問題文では未だ代金の 10 分

の１しか支払っていませんので、登記をＡ名義にしていても、業法の規定に違反ませ



初めての人にもわかる宅建士教科書 〇×問題集 宅建業法編 

57 

ん（業法 43 条 1 項）。 

 

 

【特定住宅瑕疵担保履行確保法】 

［問 35］× 買主も宅地建物取引業者であるので、資力確保措置を講ずる義務を負

いません。 

 

 

［問 36］× 宅建業者は、新築住宅の売買の媒介をする場合のような自ら売主に該

当しない場合には、資力確保措置を講ずる義務を負いません。 

 

 

［問 37］× 自ら売主として新築住宅を販売する宅地建物取引業者は、住宅販売瑕

疵担保保証金の供託をする場合、宅地建物取引業者でない買主に対して供託所の

所在地等について記載した書面の交付及び説明を、売買契約を締結するまでに行な

わなければなりません（特定住宅瑕疵担保履行確保法 15 条）。 

 

 

［問 38］× 自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に引き渡した

宅地建物取引業者は、基準日ごとに、基準日から３週間以内に、その住宅に関する資

力確保措置の状況について、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に

届け出なければなりません。 

 

 

［問 39］× 自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に引き渡した

宅地建物取引業者は、基準日に係る資力確保措置の状況の届出をしなければ、その

基準日の翌日から起算して 50 日を経過した日以後、新たに自ら売主となる新築住宅

の売買契約を締結することができなくなります（特定住宅瑕疵担保履行確保法 13 条）。 

 

 

［問 40］〇 瑕疵担保履行確保法は、品確法の規定により、宅地建物取引業者が負

う担保責任についての履行を確保するためもので、品確法の対象は、構造耐力上主
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要部分及び雨水侵入防止部分ですので、問題文は正しい記述です。 

 

 

【監督処分・罰則】 

［問 41］× 国土交通大臣は、すべての宅地建物取引業者に対し宅地建物取引業

の適正な運営を確保し、又は健全な発達を図るため必要な指導、助言及び勧告をす

ることができます。ですが、「勧告をしたときは、遅滞なくその旨を免許権者である知事

に通知しなければならない」という規定はアリマセン。 

 

 

［問 42］× 宅地建物取引業者Ａ（甲県知事免許）が、乙県内で行う建物の売買に関

し、取引の関係者に損害を与えるおそれが大であるときは、Ａは、甲県知事から指示

処分を受けることがありますし、乙県知事から指示処分を受ける場合もあります。 ⇒ 

免許権者である知事からだけではなく、業務地を管轄する知事による処分もあり得る

のです。 

 

 

［問 43］× 甲県知事は、乙県知事の登録を受けている取引士に対して甲県の区域

内において取引士として行う事務に関し不正な行為をしたことを理由として指示処分

をしたときは、遅滞なく乙県知事に通知をすればよいのです。 

 

 

［問 44］〇 大臣・知事は、宅地建物取引業者に対して指示処分をしようとするときは、

聴聞を行わなければならず、その期日における審理は、公開により行わなければなら

ないこととされています。 

 

 

［問 45］ 〇 宅地建物取引業者Ａの専任の取引士が事務禁止処分を受けた場合に

おいて、Ａの責めに帰すべき理由があるときは、甲県知事は、Ａに対して指示処分を

することができます。 
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［問 46］× 免許権者又は、業者が実際に業務を行っている場所の所在地を管轄す

る都道府県知事は、宅建業者に対して「指示処分」と「業務停止処分」をすることがで

きます（業法 65 条 3 項 4 項）。「業務停止処分」、「免許取消処分」をしたときは、その

旨を公告しなければなりません（業法 70 条）が、指示処分の場合は、公告まではされ

ません。 

 

 

［問 47］○ 宅建業法の一部が、国土交通省と消費者庁の共同管理事項となってい

ますのでで、国土交通大臣が、宅建業者に監督処分をしようとするときは、あらかじめ、

内閣総理大臣に「協議」しなければなりません（業法 71 条の２第１項）。共同管理（共

管）の範囲は、誇大広告の禁止、重要事項の説明義務、書面の交付義務等です。⇒

「誇大広告の禁止」「重要事項の説明義務」「書面の交付義務」は、消費者直結の事

項でもありますね。 

 

 

［問 48］× 甲県知事は、Ａの事務所の所在地を確知できないときは、まずはその旨

の公告を行います、そして公告後 30 日を経過しても申し出のないときに、Ａの免許を

取り消すことができるのです。 

 

 

［問 49］〇 守秘義務違反の場合、Ａは、甲県知事から業務停止処分を受けることが

あるほか、罰則の適用を受けることもあります。 

 

 

［問 50］〇 宅建業者の従業者が建物の売買の契約の締結について勧誘をするにあ

たって、その建物の利用の制限に関する事項で買主の判断に重要な影響を及ぼすも

のを故意に（ワザと）告げなかった場合、宅建業者Ａに対して１億円以下の罰金刑が

科せられることがあります。 
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